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インドネシアにおける農村出身女子労働者保護隠題

ー急成長輸出産業と中東への労働力輸出一一
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おわりにかえて

はじめに

1980年代後半ωインドネシア経済では，構造調

整政策が広い分野で実行された。積極的に外資の

導入を図り，囲内資金の動員と民間部門による投

資が奨励された。このため，経済のあらゆる分野

の品規制・認可行政・諸法令U）全面的見直しを行

なうことを目指した規制緩和政策（deregulasi）が

実行され，また’i'f僚主義の克服のため非官僚主義

化政策（debirokratisasi）が実fI二されつつある。そ

の効果はいくつかの輸出産業の急成長として，特

に1988年以降明確に現れているといえる。

労働行政U）部門でもこの規制緩相政策は実行ーさ

れた。それはたとえば， 1fl 9時間労働・ l週54時

間労働までの時間外労働について，これまで必要

であった企業による労働力省事務所への許可申請

が不必要となフたり，解雇の子杭きが簡素化され

た政策などに見る 4とができる。ただ，他の金融

や投資部門におけるような大胆かつ包括的な政策

パッケージが:tlるには至っていなl'oそれどごろ

か，この聞は次々に生じる社会問題やインドネシ

ア労働問題に対する国際的注目なとも背震となっ
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て，労働者保護のシステムやノfンチャシラ労使関

係の碓ifのための政策が強化され， J商法令の発布

がむしろ増大している。

今日のインドネシアにおける急速な工業化を考

えればこの状況は行然といえるであろう。就業構

造は依然農村・小営業中心型であるかi農村には

土地を持たない世帯が膨大に存在し，急速に工業

が成長しでもこれによる労働力需要を｜：回る労働

力供給圧力は非常に強l¥, 1988年までの統計によ

れti.この間の相対的に高い成長率もほとんど失

業率や不完全就業状態を改善するに至っていない。

したがって，労働市場の需給関係カ通ら見て著しく

母ヨし、’、

長する国内資本が低い労働条f牛を提示しても，こ

れを受け入れざるを得なLh。この状況下で生じる

労働問題は，長時間労働，低賃金，労働災害の多

発などの劣悪な労働条件というかなり古典的な労

働者保護問題になる。

今nの政策下で急成長を遂げている運動靴産業，

縫製業，合板産業などは，その労働力の多数を女

子労働者に負っている。縫製品のアメリカへの輸

出割当をこなすため，納期前の深夜労働が日常化

しているこの産業の労働力は主として女子労働者

であるため，女子保佼労働が大きな社会問題にな

っている。 NIEs諸国からの生産拠点移転型の大

規模投資の結果急速に発展した，多国籍企業フラ

ンドlffiMを生産する輸出向け運動靴底業の大工場

は，女子労働者を低賃金で大量に雇用している。
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この産業の労働調査報告書は，単に低賃金にとど

まらず，出産退職強制，頻発する労働災害，低賃

金からくる労働ri－による部品などの「臨み l と会

社によるあらゆる子t交を尽くした防止策とそω結

果としての労使の相互不信，頻繁な離職，古車11結

成に対する企業の妨害などの複雑なIll！姐の姿を伝

えている。政府の算定する最低生存費（KFM）をは

るかに下回る低賃金などの劣悪な労働条件は，こ

の問題を取り巻く社会状況の変化を背景に最近各

地でストライキやデモを頻発させているけこれを

伝える新｜封！などU）メディアは，好んで｛（（－労働行

が（たいていlljjるく）参加している写tiを載せてい

るが，これは最近ω労働争議の多くが｛（f労働行

の労働基準および保護問題に関連していることと

無縁ではない。

これらの急成長産業で働く女子労働者はまた，

多くが農村・ fnl脅IIU）出身て、あることが報干与されて

いる。運動靴産業の女子労働者は多くが，この庄一

業に入る，wに臓を作ったことのない農村・打I＼古IHH

身労働打であ 1 たれ縫製業もまた，徐々に地元：＋1

身労働者が都市周辺さらに遠方からの農村・郡部

出身労働者によってとって替わられていくのであ

った。 1989年以降急速に造成されている外資系民

間工業団地には韓国，日本，台湾からの，どちら

かといえば＇i＇小企業が多数進出しつつあることを

思えは，これらU>I五！々の中小企業経常行とインド

ネシアω農村・都市II出身女子労働者U)IIHの属片j関

係が広まっていくと考えられる。そこでの問題が

再び農村・郡部出身女子労働者の保護問題である

可能性はきわめて高い。

また，外貨獲得を直接目指す労働力政策として

の中東へU)'J1’働力輸出政策も，このHH:c'.i、速に捕し

進められている η サウジアラヒ、アへω労働力輪山

が中心であるこω政策でも，中心となる労働力は

インドネシアにおける農村山身交 （'J，・働者保護問題

農村・郡部出身の女子労働者であった。この政策

はさまざまな問題を生み出しているが司問題の中

心はやはり女 f労働苛の保護問題で、あったの

このように，構造調幣ドのインドネシアU)f技大

の労働問題はこの久子労働者の保護問題てtあると

いえるさ本摘はιの，テーマについて， 1980年代後

半の構造調整政策下のインドネシアにおけるこの

問題の具体的推移や政府の政策を叙述することで，

80年代後半のインドネシアにおける労働問題展開

過程の一端をゆlらかにすることを目的としているc

本稿の第 I節では印刷）年代に急成長を遂げた附ジ

ャワの縫製業の労働調育報告書を基に女子ヅ；働の

実態について述べ，以上の問題に触発されて改；ヰ

の努力が各層でなされた結果ともいえる女子労働

者保護の諸法規を第II節で考察するこ第III節では，

女子労働問題を中心として，インドネシアの労働

力輸出と労働者｛店主について述べる。最後にまと

めを述べる f〕なお本稿では，これらの労働者ω出

身村における山身附屑等の社会経済的背景の叙述

は最小限にとどめるわこうする理由は，筆h「は農

村調査を踏まえた農村からの労働力移動について

別稿で述べる予定であるためである。また，農村

工業で働く労働者についても別稿で述べる予定で

ある。したがって本稿では，農村・郡部出身女子

労働者の移動先ω労働問題に叙述を限定する。ま

た，前稿(ijI lj,ij版本稿では民法でいう労働契約ω

発展としての品労働法規に関連する問題を中心に

扱うっしたがって，都市インフォーマルセクター

の労働問題もここでは述べないiiF2 i0 

(ii: 1 ) 水野広祐「規制緩和政策下のインドネシアに

おける労働問題と労働行政 1980年代後半のブ寸ーマ

ルセクデ一合中心に 」（『アジア経済』第3：｛巻 ::f~ 5 ¥} 

1992年 5}J)' 

（：主 2) 198(){ff¥:t1＞本稿のいうインドネシアの・lj:（－’j'j 
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働者保護問題に関連する主な論文は以下のとおり。 Price.

Susanna，“Rich Woman, Poor Woman Occupational 

Differences in a Textile Producing Village in Central 

Java，＇’および Robison,Kathy，“Wりmenand Work in 

an Indonesian Mining Town," Lenore Manderson編，

Women's Work and Women旨Roles Economics and 

Eve1ッdayLi/I' in Indonesia, Malaysia and Singapore, 

Development日tudiesCentre, Monograph No.32，キャ

ンベラ， Australian National University, 1983年／

Wolf, Diane L.，“Making the Bread and Bringing It 

Home: Female Factory W臼rkersand the Family Eco-

nomy in Rural Jav,1，” Gavin W. Jones編， Wmn川 in

the Urban and lndustr’ial Wo r. /o rce, South，γ1st and 

East Asia, Development Studies Centre, Monograph 

No.33，キャンベラ， AustralianNational University, 

1984年／Mather,C.，“Rather than Make Trouble, It’s 

Better Just to Leave . Behind the Lack of Industrial 

Strife in Tangerang Regency of West Java，” H. Af-

sher編， Wοm仰， Workand Ideology in the Third World, 

ロンドン，’J'avistockPublication, 1985年／Oey,May 

Ling，“Perubahan Pola Kerja Kaum Wanita di lndo-

nesia Selama Dasawarsa 1970, Sebab clan Akibatnyaい

[1970年代のインドネシアにおける女子労働パデーンの変

化，その理由と結巣］， p川 m沼， 1985年JO}l/Hardjono. 

J.. "Lapangan Kerja untuk Wanita Pedesaan Sebuah 

Studi Kasus di Jawa Barat”［農村会；性の労働機会

西ジャワにおけるケーススタディ一一一］， Prism仏 1985

年10月／“SeminarWanita SPSI-AAFLI, r、fonDiskri-

minasi PekerJa i汁iaclan Wanit日 llijaminDidalam H 

LP. Jakarta, 19-:.>1 Oktober, 1987”［パンチャンラ？？使

関係の中で保証された男子および女子労働者への差別解

消，全インドネシア労働組合とアジア・アメリカ自由労

働協会主催U)9.:ftセミナー］，ジャカルタ， Serikat Iヤ

l吋 rjaSeluruh Indonesia, 1987'.J'-，未flj/Grijns,Mi凶，

川Tea-pickersin West Java as Mothers and Workers 

Female Work and Women’s Jobs，” Elsbeth Locher-

Scholten ; Anke N iehof編， I持donesian Women in 

Fρcus, ドルト..，レソヒト， ForisPublications, I州7年／／

Amartiwi M. Saleh, "Wanita Indonesia, Tenaga Ker-

ja Wanita Indonesiake Arab Saudi，，；インドネシア友
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性 インドネシア女子労働力がサウジアラビアへ向かう］，

B附 inessl，：山 ・s，第4497号， 1987年4月278/Cremer,

George，“Development of Indonesian Migrants in the 

Middle East ・ Present Situation and Prospects，＇’ Bull 

etin of Indonesian Economic Studies，第24巻第3号句 1988

年 12月／Utrecht,Artien, Wo問。1注Rolein Rural In-

dustrialization The Case oj Java, Working Paper 

Series Nり54，ハーグ， Institute of ~訂正ial Studies, 1989 

{j./Boenyamin, Dardiri，“Jawa Tengah Mampu Men屯

ambah Kesejahteraan Tenaga Kerja lewat Program 

AKAN”［中ダャワはAKA；＼！プログラムを遜じて労働者

育i¥tliU）榊大を図ることができる］， Majalah了、enagaKeη仏

?Imι.｝， 1989年12/J～1990年2月／Tobing,Maruli; Ma-

ria Hartiningsih; AM  Dewabrata; Widi Krastawan; 

Priyo Utomo編， Peη：alanan Nasib TKI-TKW, Antara 

Hant川 f(emiskinandan Nasib Peremρ／{fl}l ［インドネシ

ア労働力とインドネシア女「労働力の運命の旅程，貧困の

粍株と女院の運命の間で］，ジャカルタ， PTGramedia, 

1990年／Guinness,Patrick，・‘IndonesianMigrants in 

Jけhor・ An Itinerant Labour Force，” Bulle/in of Ind，刊

日esianf,,',・onomic ,','/udies，第26巻第 1¥}, 1990年4月／

White, Mary C，“Improving the Welfa町 ofWomen 

Factory ¥Vorkers : Lessons from Indonesia，＇・ Inter-

national Labour Reviews.，第129巻第 I号， 19何年 1月

/Yusuf. Verdi, Pe附 bentukanAngkatan Kerja lndustri 

Cannen untuk Eおかげ， Pυ1galamandmi Bandung-]awa 

Baral ［輸出向け縫製業の労働力形成，西ジャワ・八ンド

？ンの経験］， Project Working Paper Series, No. B-13, 

ノ、ンドゥン， Instituteof Social Studies, Bandung Re 

sear仁hI’roject Office, 1991年／IndrasariTjandraning 

sih; Ari Suparti; Juni Thamrin‘Tenaga Kerja Pedesaan 

pada lndustri Besar Sepatu Olah raga untuk Ekspor, S俗

di k仇；uぉTangeranf;don nogor ［輸HJ,,,jけ運動靴大企業

における農村労働｝J， タンゲランとボゴールのケースス

7ディーJ.Project Work i昭 PaperSer陀s,No. B-21人

ノfンドゥン， Instituteof Social Studies, Bandung Re-

search Project Office, 1991年。
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I 規制緩和政策下の急成長産業

における女子労働

1980年代後半の規制緩和自由化政策で成長した

産業の代表的業種は，輸出運動靴産業と輸出謹製

業であろう。輸出運動靴産業の女子労働問題につ

いては別稿で紹介したので山 1I，この節では酉ジ

ャワ・バンドウンの輸出縫製業に関するフェルデ

ィ・ユスフ（Verdi Yusuf）による労働調査｛注21の

紹介を中心として労働問題の現状を述べ，女子労

働者保護に関する諸規定とその問題点について考

える素材としたいc

1. 輸出縫製業の女子労働

(1) 急成長と輸出割当制度

繊維産業の中心地である西ジャワ州では， 1980

年代後半に縫製業が急成長した。 1979年iこ26であ

った西ジャワの縫製業の事業所数は， 84年に38,

89年には171に増大した。 1986/87年でインドネシ

アに存在した 377の縫製業事業所のうち，酉ジャ

ワ州、！とこれに隣接するジャカルタ首都特別州にお

ける事業所数の合計は 259を占めたc この成長に

伴い，西ジャワ縫製業の雇用数も1979年の2532人

から89年には 6万2426人と伸びた。この急成長を

支えた最大の要因は輸出の伸びであった。西ジャ

ワだけでもその輸出額は 1981年の 435万ドルから88

年には8814万ドルに伸びた。主な輸出先はアメリカ

とEC諸国である。輸出縫製業経営者の多くは華

人系インドネシア人で、外資の割合は低いc バンド

ゥン市南部などにある外資系や国営の大規模紡織

工場と比べ，その資本規模は明らかに小さいっ

調査が行なわれたバンドゥン市とその周辺にも

縫製業が発展した。バンドゥン市の南方のゾレア

ン（Soreang）郡には圏内市場向けの中小企業が集中

ノンドネシアにおける農村出身女f労働者保護問題

するのに対いノtンドゥン市とその周辺には輸出

向け大規模工場が集中する。これらの輸出向け企

業にとって政府の輸出振興策はきわめて重要な意

味を持った。政府は1987年12月政策伊抗告s1987) 

等を通じて繊維産業の輸出振興を図るが，その主

たる政策手段は輸出割当の配分である。輸出割当

なしで一定量を輸出した企業iふ暫定繊維産品登

録輸出業者（EksportirTerdaftar Tekstil Produk 

Tekstil Sementara）になり，のちの輸出実績に従

って織維産品登録輸出業者になってアメリカや

EC諸国向けの輪出割当を受けることができる c

輸出割当を受けた企業は期間内に割当をこなさな

ければならず，消化できなかった分についてはそ

の倍の量の割当が次期からカットされる。消化で

きた企業は次期から割当が20ぶ増大される。ここ

で特に重視される点は納期であった。この納期の

厳守について，しばしば商業省のバンドゥン県や

酉シャワ州の事務所より会社に対して通達が出さ

れている世3)C 

(2) 労働力の構成と給源，募集方法

このような輸出向け縫製業の発展に伴い労働力

構成に擦だった変化が生じた。すなわち，それま

での男子従業員から女子従業員への転換であった。

ある企業は1970年代末までの足踏みミシンを用

いていた時代，ほとんとの縫製工程を 1台のミシ

ンで行ない， 150人の従業員は 60人の男子従業員

と90人の女子従業員より成っていた。しかし，

1980年代初めに自動ミシンに転換し， 1台の自動

ミシンは 1つの工程を行なうだけになった。この

時から男子従業員の新たな採用はなし退職する

男子従業員にはクレジット付きでそれまでの足踏

みミシンが売却された。足踏みミシンを手に入れ

た男子従業員は前述のソレアンで自営業を始めたご

1988年現在この工場では 600人の工員がいるがそ

I9 
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のほとんどは女子従業員であるc

1980年代以降，新たに建設される大工場は始め

から自動ミシンを用い，ミシンを扱う労働者は全

部女子従業員であった。輸出割当を受けた後，男

子従業員の受け入れをやめたり，また工場閉鎖し

て全員解雇し，新たに操業するときはほとんど女

子従業員だけになっている工場もあったc

労働力の給源は，当初工場周辺であったのが，

徐々にバンドゥン県の農村・郡部あるいは，周辺

県の農村・郡部に広がってしパ。ある工場が1978

年に新工場を建設した際，経営者やその協力者は

バンドウン市に隣接するチパドゥユッ（Cibaduyut)

などのバンドゥン市南部の工場の近くに住む隣人

などを，旧工場の従業員らとともに雇用した。町

の民間縫製技術訓練コースの生徒や家庭科高校

の卒業生なども当初雇用した。その後，雇用され

た隣人らを通じて新たな応募者が増え，給源は

ソレアン，ノすンジャール（Banjar），パンガレンガン

(Pangalengan），チウィデイ（Ciwidey）など同県南部

西部の農村・郡部地帯や，時にはガルツ（Garut),

チアンジュール（Cianjur）の隣接県のかなりの広い

地域となり，半年後には求人は容易になった。こ

の企業のケースのように多くの企業で当初地元の

労働者が雇用され徐々にこれが遠隔地出身の労働

者にとって代わられている。労働力の大半は14歳

から25歳までの女子で，多くが小学校卒業ないし

中退であり，中卒・高卒はわずかでしかなL% 

労働力の募集は従業員の友人ネットワークが最

もよく用いられる。工場内に友人がおり経験のあ

る労働力が工場により好まれる。経験工が好まれ

る理由は，企業はわずかでも教育のための投資や

失敗品などのロスを嫌うからである。イスラム断

食明けのレパラン（Lebaran）休暇明けには多くの

新規応募者が来て，工場の門の前には小さな市が

20 

開かれるほどである。まれに他工場からの労働力

引き抜きも行なわれる悦4）。

!3; 労働時間と労働者居｛主区

輸出謹製業の労｛動条件の特賞は長時間労働と特

に製品納期前の深夜労働であるc ユスフによれば，

3交代制がとられており 1日の労働時間が7～8

時間と安定しているノすンドゥン市南部の大規模紡

織工場と比較して，輸出縫製工場では労働時間が

一定しておらず 1日12～14時間の労働時間の司が

最も多いっ長時間化する 1つの理由は，縫製工場

では交問制がとられていないためである。交代制

がとられない理由は，受j主が必ずあるとは限らず

仕事量が一定していないこと，および交代のため

いちいちミシンから糸や針を変えるのは煩雑なた

めであるつユスフの観察によると労横田のうち12

～14時間労働が50ぶ司 9～11時間が15～20ぷ， 8

時間以下は 5ぶ， 15～17時間は20ぶであるつそし

て納期間近になると長時間労働化・深夜労働化し

て18時間以上のケースが生じ，連続してお時間も

工場に拘束されることがある。工場の製品や部品

の盗難防止のため荷物の持込みが許されない労働

者にも，深夜労働をする擦には歯ブラシとタオル

の持込みが許可される3

このような長時間の超過勤務および深夜労働は，

女子労働者の健康を害し帰宅時の危険を伴う。夜

9時以降の女子労働者の帰宅時は，会社が小型四

輪自動車で送るが，労働者の家の門前まで送るわ

けではないのでやはり危険が伴う。労働能率も抵

下し‘ トイレや礼拝所における休憩・層眠りが監

督者の目を盗んで行なわれ，会社もこれを防ぐた

めカード制などの手段を講じている。

後述するように，女子の深夜労働は，会社によ

る労働者の送迎，両親夫ないし保護者の同意，当

該労働者が18歳以上ないし既婚であることなどを



1992060023.TIF

条件に労働力省が許可する。この両親・夫ないし

保護者の同意は時には女子労働者の保護につなが

るが，逆にその同意が理由で労働者が早く帰宅し

たくても帰宅できないことも起こる。また両親・

夫ないし保護者が女子労働者を早く帰そうと会社

の労務担当者と掛け合うこともあり，その際会社

は商業省より固されてきた納期についての通達を

示すことで深夜労働の必要性を両親らに納得させ

ている。

ユスフは，このよう伝長時間労働と労働者居住

地区における社会関係との関連を以下のように述

べる。調査女子労働者の70ぶ以上が未婚であり，

多くの農村出身女子労働者は親元を離れて，笥易

労働者住宅（bedeng）に 4～5人が共同に住む。こ

れら女子労働者は簡易労働者住宅の所有者（保護

者として振る舞う）や隣組など地域の保護と監視

下に入ることになる。外部者がこれらの女子労働

者に会うためには，この地域の保護・監視のカー

テンを通らなければならなし •o 女子労働者は，夜

間の外出や男友達を家に入れることなどを周囲の

目を気にして行なわなくなる。この結果女子労働

者は，平日仕事の終わった後ほとんど外出をしな

くなり，このことは長時間労働を容易lこしてい

る悦5）。この女子労働者に対する居住地区の地域

社会による保護・監視機能は， 1983年にタンゲラ

ン（Tangerang）の工場労働を調査したマザー（Celia

Mather）によっても，女子労働者の経営者に対す

る受動的態度との関連で指摘されている｛汀6¥

(4) 離職率，欠勤と賓金水準

以上の長時間労働は，女子労働者の高い欠勤率

と離職率をもたらしている。離職率は月lこ5～7

4λにも達し， 1988年のレパラン休暇の直後，ある

企業では 300人もの労働者が工場lこ戻らなかった。

戻らなかった労働者の中には隣の工場に就職した

インドネシアにおける農村山身友子労働者保護問題

者もいたc 会社はレハラン一時金の支払い方式を

種々考案することで大量の従業員の退社を防ごう

としている。実際工場開の移動は盛んで、’バンド

ウン市の輸出桂製工場の女子労｛勤者は平均して 2

～3社ないしそれ以上の工場てす動いた経験を持つ。

一度やめた労働者が地の工場で、働いた後，元の工

場に戻ることもある。 1970年代から操業してきた

前述の企業では， 600人の工場労働者のうち， 585

人が3年以下の勤続でその90ぶは 1年未満であっ

たという。最も長い従業員でも 5年までであった

（一方，一度やめたら再度就職することの困難な男子

工はほとんどやめなしリ。普通，労働者は退職の通

知なしでやめる。 1週間連続して出勤しなければ

当該労働者はやめたものとみなされる。

このような著しく高い離職率をもたらす 1つの

要因は，会社が出産休暇を与えないことにあるc

このため出産をひかえた労働者は会社を一度やめ

て，出産後また工場で働く場合が多い。ただしこ

の場合，労働者は新規採用労働者のように，入社

の手続き等を第1段階から始めなければならず，

たまたまミシンが全部使われていれば採用されな

いこともある。また，仕事がきっく休みもとれな

いため労働者が離職することでしばらく休みをと

り，その後他の工場で働く傾向があることが高い

離職率の一因となっている。この輸出謹製業では

ほとんど昇進がないことも重要な要因であろう。

この個々ぱらぱらに行なわれている労働者の抵抗

は結果的lこ会社の経営にとって大きな瞳害になっ

ているとユスフは述べている。欠勤率が高いため，

会社は常時10ぷ余分に人員を抱えていなければな

らないこともロスを大きくしている。

このように工場開の移動が激しくても，工場開

に目立った労働条件の差は認められないっ縫製工

韓の労働者は普通出来高払いだが， 1日7～8時
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間の労働で月に 3万6000～4Ii6000γ，12～14時

間労働で7万2000～8万2000宇ビである（1988年1

～ 7月現在） 0 長時聞の超過勤務を行なってやっと

厳低生存費 0988年前半の丙ジャワの単身世帯の 1

カ月のl1HR生存費は 5]j ~1:)6！；：ヒ）をまかなうことが

できる。賃金水準も，組過勤務‘深夜労働を必然

化させる要因であろう。

高い離職率の背景には，成長を続けるこの産業

では若年女子の求職が容易であるという事実があ

る。ただ．レパラン休暇明けや新学則などには長

い求職者の行列ができ，いつでも採用されるとは

限らない。

何年も縫製労働者として働き，いくつかの工場

の経験を持つとどのような仕事もこなせるように

なる。ただ年齢が上がってくると視力の衰え，リ

ューマチなどに悩まされるようになり，連日の朝

までの労働に耐えられなくなる。これが頻繁な移

動を抑制する要因になる恥7）。

2. 規制緩和政策下急成長産業の女子労働

以上に述べたバンドゥンの輸出縫製業の女子労

働の姿は，多くの点でタンゲランなどの輸出運動

靴産業(it.8Iと似ている。賃金が最低賃金を下回っ

ていることはインドラサリらの運動靴産業の研究

で明示されているが，バンドゥンの縫製工場でも

事情は同じである。運動靴産業では女子労働行の

賃金が低いため司しばしば労働者は出身農村の親

元から米・乾物など、の現物や現金を持って帰る点

も同様である。時間外労働が長いため’万働時間が

12時間を超えることが多いこと，深夜労働がしは

しば行なわれている点も同様であったυ これらの

女子労働依存，深夜労働の常態化傾向とその社会

問題化は同じく 1980年代に急成長した合板産業に

も見られた(if9）。

また， iJ;fi繁な離職は起動靴産業でも常態化して

22 

おり，運動靴産業では 1年以上働いている労働者

は稀で「墓の番人」と呼ばれていた。この頻繁な

移動をもたらす要因として，出産休暇が与えられ

ず事実上の出産退職強制が行なわれている点，長

時間労働で仕事がきっし功h単調であるため，一時

的lこ退職し｛木患をとった後，他の工場で働く傾向

も両産業に共通していた。運動靴産業では，低賃

金のため労働者が頻繁に製品・部品の F 盗み」を

行なl＼，それが見つかった者がすぐ解雇される点

も挙げられている。就職が脊坊ではないバンドゥ

ン市の縫製業の男子工が離職や他工場への移動の

少ないことと比べてみれば，これらの産業ω女子

労働者に対する労樹需要の高さが離職と他工場への

移動を脊易にしているといえる。これらの許しく

高い離職や移動の傾向は， 1980年代中ごろまでに

u系企業や華人系企業で実施された調査結果（正10)

と比ぺかなりの相違がある。すなわち，機械，金

属，繊維，自動車などの日系企業では比較的勤続

が長f羽化する傾向があった。ただし， NIEs諸国

との合弁企業である輸出運動靴産業は産業成立か

ら日が浅いことも高い離職率をもたらす要因とし

て考えられ，今後の展開が注目される。一方，短

し）勤続年数の従業員と，内郎労働市場の展開が確

認できる従業員が並存する華人系企業などの地元

企業についてのこれまでの調査結果と比べても，

パンドゥンの縫製業従業員の頻繁な離職は程度が

著しい。

労働行の多くが若年の農村・郡部出身女子＇11’働

者である点（il:11)は．バンドゥンの輸出縫製業，タ

ンゲランの輸出運動靴産業に共通している。ただ

し，バンドゥンの経製業の労働力給源がバンドゥ

ン県内部の農村・郡部ないし西ジャワ・プリアン

カン高地の隣接県て守労働者の教育程度は小学卒な

どで低いのに対し，タンゲランの輸出運動靴廃業
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の従業員は周辺の県と並んで中ジャワや東ジャワ

の諸県出身者の割合が増え，教育程度も高卒が多

いなど低くはなv,oユ ス フ が バ ン ド ウ ン の 調 貸 で

述べた，女子労働者に対する地域社会の保護監視

機能については，大工場が並び，多数の蘭易労働

者住宅のあるタンゲランてーは小さしむしろ地域

社会からの隔絶と，労働者が少数の他の労働者と

しかコミュムケーションをしない個人主義化傾向

の存在が指摘されてい る仙12）。

（注 1) 水野広付i「労働市均と労使関係」（三刊！IJ犬－

f/r:藤百合編 fインドネシアの l：業化 フルセ！ソ卜 u完

工業化の行方一一」アジア経済研究所 19幻年J265～277 

ペーシ。

（注 2) Yusuf，前掲書。調査は1!!88年 1nから 6川ま

でパンドヴンiliおよびその周辺の縫製工場とそω周辺で，

i：に工場労働行記対する聞き取り誠俺といくつかω企業

の労務担当責任者に対する聞き取り識変として実施され

た。

（注 3) Yusuf, 1iiJ掲書， 9～17ページc

（注4) ノ、ン F，ソン市内およびその南部にある大士封筒

紡織企業が資本集約的であり，高校卒業以1：の者のみが

種々のテストの後採用され，内部の人間のコネもあまり

効かないのとJtべ対照的であるつ Yusuf，前掲書， 17へ 18

べーシ。

（注 5) 夜しはしば外出するある女子労働者は，隣人

にその事実を工場経営者に報告され，会社の名を汚した

として解雇きれた｝また未婚で妊娠した別の労働者の綬

は工場経営打に抗議し，経営干すは労働者住宅所fff,をI道

長した。住右1リrrrr，は，女子労働行ω監督に失敗Lたと

考えられたのであった。この事件は会社の労務担当寅任

者が当該労働者の婚姻費用を寄付することで解決されたっ

このような労働行の生活に対する地域社会の管照からnli

れ．いつ妊娠するか，また IIIのうちの半分の時間をど

のように使うかを白由に決定する権利を回復する 4とは．

女子労働者にとり賃金や他の労働条件土同様の重要な問

題であるとユスフは述べている， Yusuf，前掲書， 25～34

ページc

（注 6) Mather.前掲論文！

（注 7) Yusuf，前掲書， 47～67ページc

インドネシアにおける農村山身女 （'ii{動計保護問題

｛注8) Indrasari他，前掲書。

（注9) マルクにいくつかの合板工場を持つノ〈リト・

ペシフィック・インダァ・グループも従業員の60：，：が女

f労働行であった u印m/Jas,1990年 9)J8fl)。また，

サマリンダにある180）白抜工場は多くの女f労働者を脱

用し，女子の深夜労働が一般的となっているが．女子労

働者の安全・福祉問題は憂慮、すべき状態である。深夜労

働に関する規定違反（労働者を深夜，家まで車で送らな

ければならないが，企業は交通費を渡しただけだった）

で2つの企業が労働力省サマリンダ市事務所より警告を

受けた （Kompas,1990年8月6日／Merdeka, 1990年8

月10日）υ

m:10> 山本郁.tlil「インドネシアにおける製造業労働

者U)H会的性格と労働市場の構造」（＂金城学院大学論集」

通巻第135号 1990年 3月）／アセアン研究会 rインドネ

シアにお付る日系企業の労務管理と労使関係』京都大学

経済研’知好 1985作。

(iUU インドラサリらは，運動靴産業で若年交千労

働者が好まれる理由として炊の諸点を挙げているc すな

わち，者年女子労働者は従願で会社ゆコントロールしや

すい｛劣悪な労働条例ーにも不満をいわないり自己以外に

対する経済的責任がなく低賃金で雇える。靴の上部を縫

う／'F.~は家庭の女fU)/'F業に似ている。＿L仰のわずかな

部分を担う河一単識な作業の繰り返しに耐える等である。

また女子労働者は長期間継続して工場で働かないa 結婚

・/1＼＆を契機にやめるかやめざるを得往くなる。その結

果司 J f易はいつも新規ω労働力を得ることができ，賃金

も抑えることができる。低賃金である 3カ月の試用期間

を有効に使える。女子労働者は生理的に同年齢の男子よ

り身体力、強い。女fがill産期を越すとこω伝場が逆転す

る，なとの点も挙げられている。 Indra州 ri他，前掲書．

17～18ページ。まな，農村出身女子'Ji’働者が移動の後，

工場で働こうとする理由として次の諸点が挙げられてい

るn すなわち，親，cかむ離れて独立した生活をし，稼い

だ1:i金を自由に使いたい（実際はわずカ、なお金しカ、ない

が）。 l一土坊の仕事は持くなく tぢれない

結婚棉手古丞見つカ通る舟益も知れない。工場での収入は少な

Uが，収入が連続的にある。農村にいる両親は農業と関

係なし親の世代ですでに農業との問係が断たれているり

兄弟が多いため（インタビューした IJ.f労働者の兄弟は

4～11人で平均6.5人），すでに大きくなった本人は親元
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を離れて斜，lU)経消（I'}負mを軽くする必'l.:iがある。 Indra-

san f也．伯尚九 22ページc

(ij:12) j,,JJ；省 60ページ。

II 女子労働者保護問題と保護規定

第 I節で述べた I;:_子労働者の労働安全衛牛A ヅ：；

働時rm，母性保l護に関連した労働条何司託金なと

の労働Ill!／函は，インドネシアにおいて1980年代後

半しばしば雑品；・新聞などのマスメテ、イアによる

ルポルタージュ (itI ）や学会，労働界，政府のセミ

ナー（ii'2）のテーマになった。これらの問題に対す

る社会の危機感が高まっていると言える。特に，

深夜労働と山産時ω退職強制の問題につL、て盛ん

に論じられて主た。以下，労働行政とω関連で考

えるため，これらω問題に関する労働法規に触れ

ながらこのrmu）問題の展開を述べたい。

1. 女子j果夜労働

女子の夜間労働について「1948年労働法J（注3)

は第7条第 l項で「女子は夜間労働を行なっては

ならない。ただし，その労働が性官・場所および

その状況により交子によって行なわれねばならな

い場合を｜徐く」と規定している。こ （｝）場合，夜間

とはタJi6時から想朝6時までをいい句革本的に

は女子の夜間・深夜労働の禁止が規定されている。

しかし，「1948年労働法ーは条項ごとに実施が賞

言されて始めて有効となるがこの条項はその実施

が宣言されておらず，したがってまだ実施されてい

ない。代わって現在有効な法律は， 1925:tf.（｝）「児

童労働および久子の深夜労働の制限に問する条

例」（／／ 1 .Iである。この条例の第3条で I女子は佼

10時から朝 5時までの問，第2条で述べる労働を

行なってはならないJ と定め，この条例の第2条

は以下の労働が禁じられるとして，「a.動力を
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用い，閉じられたツ＇l',tHJすなわち工場」，「b.子作

業で行なわれ， 10人以上が閉じられた空間J で行

なう作業，その他土木採掘作業，鉄道における作

業，港湾，駅などにおける積み荷の積み下ろし作

業をあげている。また1941年統治令第12号悦5）は，

労働監督局長に深夜の女子労働の許可権限を与え

ている。そして， I972;f.の「女子の深夜労働に附

する労働力保護監督局長命令」 (i主6）は，緊，包、ω場

合における深夜υ）／，（＋＇労働についての労働力省地

方（普通ー県単位）事務所（KantorDaerah Depart-

emen Tenaga Kerja）等からの許可の手続き等につ

pて定めている。

これらの条例や命令では深夜労働の許可のため

の条件の内符については定めていなかった。実際

の許可に当たっては，夜間に帰宅する女子労働行

を家まで送る，女f労働者の保護者・両親・犬山

許可を得るなどの条件が労働力省の県ないし州、｜の

事務所によって付されていたc しかし，女子労働

者は実際lこは家までの交通費が支払われるだけで，

夜間に人通りのない町外れを乗合四輪自動車に乗

り途中から徒歩で帰らねばならなかったり，車で

送られでも申（が労働者ω家まで来るわけではない

ので，女子労働者はやはり危険な夜道を歩かねば

ならない。また， j架伎の労働で健康を害したり，

深夜工場で上司や警儀員からのセクシュアル・ハ

ラスメントを受けたりするケースが相次ぎ，改善

を求める声が高まった。たまたま， 1989年6月の

ILO第76回総会で深夜労働がメインテーマであっ

たこともあり，労働力行は対応を迫られた。その

結果，労働力行は工業の発展，輸出振興や雇用創

出を理由にインドネシアでは女子の深夜労働は必

要だが，女子労働者の保護を徹底する必要があ

る併71として， 1989年3月に「深夜における女子

雇用の方業に関する労働力大臣令J(j主引を定めた。
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これによると，深夜に女子労働fi～を泌用する企

業は，＇l:.1辛口標を達成しなければならない，特定

の品質を維持するため女子労働者によって仕事が

なされなければならないなどの女子を深夜に雇用

する強い理由を労働力省事務所に示し，女子の深

夜労働の許可を労働力省地方事務所より得なけれ

ばならないと 3れた。また女子労働者山安全，健

康，道徳が｛県議されねばならないとされ，未婚で

18歳--ki前のkf労働者，妊娠中の行は深夜労働に

つかせてはならず，また送迎の乗り物が提供され

ねばならず，栄養価の高い食事と飲物が与えられ

なければならず，就労には当該労働者の保護者・

両親・夫の許可が必要であるとされた。 2日間の

生理休暇は規定どおり与えられねばならないとも

された。

こωように政府は女子の深夜労働は必要だが保

護を強化しなければならないとしている。しかし司

労働力省も認める通り政府の示した基準もまだ多

くの企業で守られておらず，問題の早急な解決が

女性役割担当国務大臣や SPSI（全インドネシア労

働組（，）および多数の婦人団体から強く主張され

ている Ii/l) ＼，なお，観光事業振興政策と労働行政

における規制緩和政策とを結び付けた1987年の

「ホテル，史跡、および観光資源に限った観光部門

のリフトの使用，ボイラーの使用，深夜労働・時

間外労働・休日労働の許可および外国人労働力の

使用許可権限の観光・郵便・通信大臣への付与に

関する労働力大臣決定」（淀川によって，観光部門

における深夜労働許可を含む労働力省符申告ドω

多く ω権限が観光・郵便・通信大山に移行してい

る。

2. 労働時間，時間外労働

労働時間に関して「1948年労働法」は，第10条

で「労働者は 1日7時間 1週40時間を超えて労働

イントネン γにむける伐村山身kf労働行保＂ tl/l/¥J!.KI

を行なってはならなしりと定め，第12条は「急い

で終わらせなければならない仕事が山積している

とき，第10条の規定から逸脱できるが週54時間を

超えではならない」としている。そして， 1950年

政令第13号（技II)第I条でこれらの条項の実施が賓

言され，第 2条は国家の建設のため重要な企業

は労働監督所長の許i可ωもと「1948年労働法！第

10条からの逸脱ができると定め，その第：i条は

「1948年労働法」の第 12条を実施するときやはり

労働監督所長の許可が必要であると定めている。

この規定の実施はたとえば1969年に労働力監督局

長iこより 1日8時間l週48時間までは許可取得義

務のない一般許可（ijinumum）が衣料・食料生産

企業に対して与えられる（住I喧）などの曲折があった

が， 89年に「 l日9時間 1週54時間労働者を雇用

する企業についてω労働時間と休息時間規定逸脱

許可付与に閲する労働力大臣決定」（注13）により，

すべての企業について 1日9時間 1週54時間まで

の労働に関しては労働力省からの許可を得る必要

がなくなった。この労働力大臣決定は規制緩和政

策と非官僚主義化政策の一環として出された旨，

決定の中で明確に述べている。ただし，会社は少

なくとも IU 1400；＇.：；＂の食事と飲物を提供しなけれ

ばならないとしている。このような超過勤務の政

府による積極的是認は，縫製業や運動靴産業の長

時間労働傾向を助長するだろう。運動靴産業では

通常の 7時間労働に加え， 3時間l主義務超勤とし

て超勤が義務づけられ，その後の 2時間がまた普

通超勤として存在し多くの女子労働者は事実上12

時間労働が日常化しているとの報告があった(li')j｝。

労働力基準監督局からの許可は，長時間労働を抑

制する効果をもつだろう。 1989年の労働力大臣決

定でも，急いで終わらせなければならない仕事が

山積しているとき 187時間 1週40時間を超える

2ラ
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時間外労働を許可するとの前提があった。しかし，

前述のように運動靴産業では，長時間労働が義務

超勤（ 2時間）や持通超JJ1（さらに 2時間）として

日常化しており，まるで 11948年労働法」や前述

の労働力大臣決定は死文化しているようである。

これらの若年生子労働者の労働長時間化は，イン

ドラサリらによって労働者の身体的隈界を超える

水準に達していると指摘され，またバンドゥンの

輸出縫製業でも労働者の工場間の頻繁な移動や退

職の大きな原岡となっているのであった。

3. 出産を理由にした解雇問題

女子労働者保護問題としてクローズアップされ

たもう lつの問題が，出産を理由とした解雇であ

る。インドネシアてeは，「1948年労働法」の第 13

条で2日間の生理休暇，出産前 6週間と出産後

6週間（医師の診断書で3カ月まで延長可能）の出

産休暇．授乳のための育児時間の権利（時間数は

明記されていないが）が定められ， 1948年政令第7

号（注15）の第 1条第1項でその実施が宣言され，同

時にその第4ffjでこれらの休暇がff給休暇て、ある

旨が定められている。しかし出産時や結婚時の

解雇を定めたり （i"l16），前節で述べた従業員が出序

時に退職しなければならない企業は多数に十る。

生理休暇が与えられていない企業も多数あり（注IT、句

育児時間に至っては多くの民間企業・労働者の間

でその存在すら知られていない日開。このため，

これらの改善を求める声が労働組台，婦人団体，

女性役割担当国務大臣，労働力省関係者より強ま

っている。また，育児のため企業内に託児所を設

けるべきだとの声も多い(ij!9）。

1957年法律第80号で男女の同一労働同一賃金に関

する ILO条約第100号が困内法になっており Ij 120), 

69年の労働力基本法第2条で労働法の適用におけ

る差別の禁止が定められ， 84年には「女性に対す

26 

るあらゆる差別の撤廃条約の批准に関する1984年

法律第7号」併21）で女子労働者に対する差別は禁

じられてきたり特に1980年代後＇f互以降強まった問

題の改善を求める世論に対L，政府は89年に「結

婚・妊娠・出産を理由とした解雇の禁止に関する

労働力大l::S決定」（注却を出し，違反経営者には刑

罰が加えられることとした。この大臣決定の後，

出産退職に反対し出産休暇や生理休暇を求め女子

労働者がストライキやデモによって要求実現を図

るケースが明らかに哨えている。これらのストラ

イキは現行法の手続き上は違法ストライキがほと

んどであるが，この問題に関する限り政府の態度

は違法ストライキだから一律に取り締まるという

よりも，むしろ今なおこれらの労働者の権利を認

めない経常行を非難する傾向にある（汀2:11c,

ーの他，重要な規制緩和策として別稿で述べた

解雇制隈の緩和がある（花24）。 1986年の「解雇方法，

解雇一時金，功労金および補償金に関する労働力

大臣決定」（間引の第6条は，法的な証明が付され

た文書が提出されることなく連続して最低6日間

労働者が出動しなかった場合，その労観者は退職

したものとみなされ，労働紛争調停委員全ω許可

なく解雇ができること等を定め，企業による労働

者の解雇を容易にした。

バンドゥンの縫製業の報告にはられた，許しく

高い離職率と企業問の労働力移動の事実を考えれ

ば，この1986年の労働力大臣決定はこの事実を追

認したものと考えるよとができる。しかし，離職

という形での個人的な問題の解決では労働条件と

労働生産性はいつまでたっても改善されないこと

になろう。 1986年の労働力大臣決定はこのような

傾向を助長するものといえる。

一方，今日出産退職制lこ反対し労組の結成を求

める女子労働者の増大は， 19邸年にマザーがタン
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ゲランで観察し，またユスフが88年にバンドウシ

で観察した女子労働者の移動・離職という形での

消極的な抵抗とは異なった対応といえる。 1980年

代後半に急成長した企業以外ω企業では勤続年数

が比較的長期化している労働者も多く存在してい

ることを考えれば，本節（注17）で述べたように

87年時点では＊Iii広い企業で出産休暇がない状況｜ご

で，当然生じ借る労働者の対応ともいえよう。実

際，マザーは当時のタンゲランでは‘他地域に比

べ労働争議が少ないと述べていたが，今L]のタン

ゲランは労働争議の最頻発地，市ω観がある。 ！，（（

労働者を受動的にする地域社会のコントロール機

能もマザーが観察した当時と，インドラサリらが

制察した1990年では大きな十lj違があった。これら

は，今日急成長している産業も含め女子労働行の

行動ノtターンに大きな変化が生じていることを窺

わせるもので、あり司山本のいう地元企業における

労働市場の内部化lii-:26）と関連しよう。

（注 1) Majalah Pertiwi, 1989年7月l(J～23Elなど多

数。邦訳された文献では，ユリンダ・ヒダヤ（芦田清訳）

「深夜労働にかり：flされる女・111:た九‘インドネンア i河

川；ジャワの I：業I也，'Ii｝を見る」（r I什界から」 198:l>t千1ci；）。

（注2) 1987年10月19～2H:lにSPSI （全インドネシ

ア労働組合）と AAFLI （アジア・アメリカ自由労働協

i'，）によってIHJHHされたり、ンチャシラ労使11¥J係ωな

かで保証されたリjfおよび女 f労働{5への差別解消 l セ

ミナー（SeminarWanita SPSI-AAFLI, Non Diskri-

minasi Pekerja Pria dan Wanita Dijamin Didalam H 

LP.), 1989 It :l I J ,J Hにパトリシア咋門学校（LPKPat-

ricia）によって附／111された「開発力、求める働く久件ωプ

ロフィール」（ProfilWanita Bekerja Tuntutan Pem-

bangunan）に関するセミナーなど多数。

Ci主：:l) Undan只ーundangNomor 12 Tahun 1948 ten-

tang Undang-undang Kerja Tahun 19480 

(i主4) Maalr,:,gelen ter Bl'J附 rkingvan dぞ Kindl'r-

arbeid en de Nacht-arbeid van de Vrouwen, Ordin-

インドネシアにおける農村it¥身IJ:.('J1働者保護問題

nantie I71)esember 1925, Stbl Nr 6470 

（注5) Regeringsbesluit Nomor 12 Tahun 1941 

lentang Penetapan Baru yang Berhubungan dengan 

Kerja Malam untuk Wanita, Stbl Nr. 45, 19410 
ヲ59/DD.II/Dかゆt/_7.'.'

(ti 6 ) Instruksi 町貝 一一－ Direktorat 
iJ775p可t/1972

Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja 

Direksi Jenderal tentang Izin Kerja Malarn bagi 

W礼nita

(/ic 7) Suara l'e附 baruan,1989年制JI :l日／Kom/x1人

1989年6月26f l /, Suara Karツa,1989年6月26日／／Antara,

1989年7月llEJo

(/1: 8) Peraturan恥1enteriTenaga Kerja R.I. No 

mor：‘ 04/MEN/1989 tentang Tata Cara Mempeker-

jakan Wanita pada Malam Hari0 

（注9) Angkatan Eたrsenjata.1989年6,EJ19日／Pelita,

1989年11月48 女子の深夜労働に際して，労働者の白

’むまでω車による送迎が義務づけられた1989年，労働力

'(i' 'ffii fU) Majalah Tenam Keηa, Tn仰げjNasional, 

第9巻第20号， 1989年の中で APINDO （インドネシア

企業協会）中央委員会法律擁護手ームのメンパーは「労

働抗女性とその保巡， (Wanita Pekerja dan Perlindun 

gannya）と題する解説文で，深夜雇用される女子労働者

は車で送迎されるか，え通費が払われなければならない

と述べているつ本稿第II節からもわかるように，交通費

の支払いだけでは労働力大臣令；こ違反しているc このよ

うな解説が代表的経常行間体によってなされ，労働力行

ω発行する雑誌に掲載されているところに．この問題へ

の対処の混吉しぶりが窺える。

（注10) Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No-

rn川： KEP-1897/MEN/1987tanggal 23 Desember 1987 

lentang Pelimpahan We叫・enangPemberian Izin Peng 

gunaan Lift, Izin Penggunaan Boiler dan Izin Kerja 

Malam, Kelebihan Jam Kerja dan Waktu Libur serta 

Izin Penggunaan Tenaga Kerjaれ＇argaNegara A 

sing Pendatang dalarn Bidang Pariwisata Khusus 

untuk Hotel. Wisata Bahari dan Obyek ¥Visata ke-

pada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunil王asi。

（注11) Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 

19:i(t 

(it]2) Soepomo, Imam, Hukum fヤrburuhanBi 

d抑gKesehatan Keηia (Perlindungan Buruh) ［労働保健

勺
JZ
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（労働者保議）削“jの労働法j，シャカルタ， Pradnya 

l》aramita,19川土1二同～67ペーシリ

（注目） Keputusan Menteri’Tenaga Kerja Nomor. 

KEP-608/MEN/1989 tanggal 30 September 1989 ten・ 

tang Pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan 

Waktu Istirahat bagi Perusahaan perusahaan yang 

Mempekerjakan Pekerja 9 Jam Sehari dan 54 Jam 

Seminggu。

（注14) Indrasari他．前掲番， 35～37ページe

（注15) れ吋aturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

1948 tentang Mernperlakukan Beberapa Aturan dalam 

Undang undang Kerja 1948。

（注16) Merdeka, 1989年9月19口。また， 1987年の

SPSIによる労働協約調査でiムサンプル単組27のうち，

l社の外資(PMAl企業と 1れの凶内資本（PMυN）企業

が労働協約ω巾で結婚時の退職を定め，また出産H与のj包

職を定めた企業も同数あった。このような法律違反の協

定が労使の間で交わされ，労働力省の担当官が署名して

t hることはなはだしく奇妙といわざるを得なt＞，，“おemi-

nar Wanita刈》SIAAFLr ....... " 付録． 6べ－＇）

(i主17) ウォルフによるスマラン近郊農村の工場労働

者の調査では，生理休暇はたまにしか有給で与えられず．

また労働者は生理であることを監督者lこ証明しなければ

ならなLlo WけIf. 1i•i掲論文. 2:Wへーシ。また. 1ii).i'.!SU> 

SPSIによる I刻査では，労働協約＂＇に生理休暇を則正し

ていない企業が，調査対象外資企業10のうち 6企業あり，

調査対象国内資本企業16のうち10金業あったコまた，出

産休暇についてはると，外資企業ωうわ 4社と国内資本企

業のうち 7付が規＇,i：していなか1 たけ“SeminarW孔nita

SPSI-AAFLI…J 付録， 5ページc

（注18) K，οmpas, 1990年10月7l:i。

（注19) Petit，ι1990年10月211υ 

（注20) Undang -undang Nomor 80 Tabun 1%7 

Persetujuan Konversi Organisasi Perburuhan Inter 

nasional Nomor 100 mengenai Pengupahan bagi Bu-

ruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang 

Sama Nilainya,, 

（注21) Undang-undang Nomor 7 Tahun 198°1 ten-

tang Ratifikasi Konversi yakni Penghapusan Segala 

Macam Diskriminasi Terhadap Wanita。

PER白川／MEN/1989tentang Larangan Pemutusan Hu-

bungan Kerja Terhadap Wanita Karena Menikab, 

Hamil, dan Melahirkan。

（注23) 水野ー規制緩和政策下…一」 41～43ペーシ参

照。

(it24) 同上論文 34ページ参照。

(it25) Peraturan Menteri Tenag日 KerjaNomor : 

PER-04/MEJ¥i 1986 tentang Tata Cara Pemutusan 

Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, U-

ang Ja日adan Ganti Kern日ian。

(it26) 山本前倒諭文 69～72,90ページ。

III 労働力輸出と女子労働者保護問題

1 . 労働力輸出の法と制度

インドネシアからの海外への労働力輸出は，オ

ランダ植民地期にスリナムやニューカレドニアに

向けて大規模になされた。 1887年ω 「インドネシ

ア外における労働遂行ωためのインドネシア人派

遣規制」（！fいによって，政府の詩可のないインド

ネシア人の海外への労働目的の派活は繋じられた。

1936{fU）「インドネシア外における労働遂行のた

めのインドネシア人派遣実施条例」（「1936年派遣

条例と呼ばれるいii:2）はその実施規則悦 ;J；ととも

に，政府から許可を受けて労働力を派遣する団体

は，労働力監督官の面的で派遣される労働者と’万

働契約を結ばなければならないこと，そして労働

力監督官がこの契約書に署名することを定めた。

またこωような労働力派遣団体は労働青に外国で

住町などを保障しなければならないよと，労i勤者

を本国へ婦国させなければならないこと，賃金前

貸しを行なってはならないこと，出発前の健康診

断を実施すること，および出発前の労働者受け人

れ施設における待遇などが「1936年派遣条例」と

その実施規定によって細かく定められ，労働者保

（注22) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 護が規定されている。
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独立後の包括的な海外労働力派遣のための法律

は1970年の l労働力派遣に関する1970年労働力大

臣令第4号」（住4）である。この法律は国内および

liJ外双方へω労働力派遣について，政府の，；午可・

監督の原則を定めている。この法律は r1936年派

遣条例」とともに用いられ，たとえば， 1978年の

サウジアラビアにおけるフィリップス’屯話プロジ

ェクトのための40人のインドネシア労働者の派遣

も，この法律の枠組の中で実施された（i I 'i ＼，この

時期のインドネシア労働力の海外派遣は中東への

建設工事目的が多しその他船員の航海H的も多

くの比率をrfiめた (ij.Ii I 0 派遣先凶にあるインドネ

シア大使館の承認，労働力省の監督のもとでイン

ドネシア労働力を雇則する企業がインドネシア国

内企業と連携して労働力を派遣する，およびイン

ドネシアイi三業が海外でインドネシア人労働力を雇

用する際は派遣先固に企業の代表を置きその代表

が大使館の承認を得て雇用する，というこの枠

組山7Iによる外国への労働力派遣は，がl内の雇用

問題への対処，当該労働者の経験・技能の向上，

外貨獲得をH的とした海外労働力派遣プログラム

(Antar Kerja Antar Negara，以下， AKANと略称）

として政府により奨励された。

第1表に1970年代末からのこのプログラムに基

づいた派遣労働者数と派遣先国・地域を示したっ

1980年代前半は急激ではなし刈こせよ徐々に派遣労

働者数が増えていることがわかる。そして， 1983

trを境にサービス業目的の海外派遣が君、に増え始

めた。最大ω労働力派遣先であるサウダアラビア

への1983年の派遣労働者の内訳は，建設業5687人，

サービス葉43；~5人であったり［ 81のここで，；うサー

ビス業とは女子労働者による家事労働（家事使用

人）に他な九ない。すなわちこれまでの派遣労働

f; （船員や建設労働長）が派遣先ド！ないしインドネ

インド才、シアにおける際村山身女子’；；－働行保護問泌

シアの船会社や建設会社と労働契約を結んだのに

対し，家事労働者川場合，インドネシア女子労働

者とそれを雇用する個人との聞の雇用契約となり

問題は夜維にならざるを得なし通。このような派遣

労働者の量的質的変化の中， 1983年に「インドネ

シア海外労働力派遣企業に関する労働力・島瞬

間移住大t;i令」（ii'IIと「サウジアラビアへのイン

ドネシア労働力派遣方策に関する労働力大臣決

定」 (ii'!I”が出された。

新しい労i動力・島瞬間移住大臣令によって，イン

ドネシア労働力派遣企業（PerusahaanPengerahan 

Tenaga Kerja Indonesia。略して PPTKI)について，

政府の認可基準やその資格・権利・義務が明確に

されたc この大臣令て、労働力派遣企業は少なくと

も500人を送れる運転資金を持たねばならないこ

とや，派遣労働行から金銭を徴収してはならない

こと公どが定められた。また上の大臣決定で，労

働力省地方事務所や AKAN本部のテストによる

選別で能力のある労働者を送ること， AKAN本

部による派遣労働者に対するオリエンテーション

と訓練の実施（のち労働力派遣企業による訓練の実

施となる），労働者はサウジアラビアで得た賃金の

so：：；：以上を政府系銀行を通じて本国の家族に送金

しなければならないこと，などが定められた。

以上の枠組を通じた女子労働者のサウジアラビ

アへの出稼ぎは用加を続けた。同時に問題は‘挙

に表面化した。すなわち，出稼ぎ先での賃金不払

い・支払遅延，原用主ないしその家紋によるイシ

ドネシア女子労働者に対する虐待・強姦，出発ilfi

のおざなりな訓練，訓練施設の不適切，労働力派

遣企業ω労働者受け入れ施設の劣悪さ，健康診断

書の偽造，不良募集人の横行，テストで選別され

ない労働者の派遣，などの11:J題が噴出した叫II）。

これらの事態を前にして労働力省は，法令の見
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インドネシアの労働力海外派遣フヘログラムの国別・地域別派遣労働者数第 1表
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直しと労働力派遣システムの改善を図る 0 1986年

に「海外労働力派遣プログラムに関する労働力大

臣令」（沌12）が出される。この大臣令で，労働力派

遣企業は派遣先国に代表を置かねばならないこと，

派遣労働者を労災・死亡保険（具体的には労働力社

会保険〔ASTEK〕）に加入させなければならない

こと，既存の労働者保護の諸法を守らなければな

らないこと，派遣企業は派遣先国にある代表を通

じて労働者の送金を助けなければならないこと，

派遣労働者は労働力大臣が定めた労働能力の条件

を満たさなければならないこと，派遣企業が行な

う訓練の計画やカリキュラムは労働力大臣の承認

を得なければならないこと，などが定められたc

そして 2年後の1988年にはこの法律は再度改めら

れ， 88年の「海外労働力派遣プロクラムに関する

労働力大臣令」（出13）となった。これにより，出発

前の労働者受け入れ施設は基準を満たさなければ

ならない，派遣労働者は18歳以上ないし既婚であ

ること，派遣費は派遣企業が負担しなければなら

ないこと，派遣企業が派遣労働者の安全・健康・

福祉について出身地を出発する時点から出身地に

帰るまで責任を持つ義務があり，派遣企業は労働

者と雇用主の聞の問題の解決に当たる義務がある

こと，派遣先固にあるインドネシア政府の代表部

は派遣企業の代表と協力して労働者の育成保護lこ

当たること，労働力監督官はこの規則の実施の監

督を行なうこと，などの規定が加わった。

また1988年に「サウジアラビ、アへのインドネシ

ア労働力派遣の技術的指針に関する労働力大臣決

定」 (itl4）が， 89年には「インドネシア労働力派遣

企業の育成と派遣許可証の秩序化に関する労働力

大臣命令」（ii:15）が出された。これらの法令で句 2 

種類の労働契約（perjanjiankerja）が規定されたむ

ひとつは，サウジアラビアの労働社会福祉省と外

インド才シアにおける農村出身女子労働者保護問題

務省、および商工会議所とインドネシア大使館によ

って承認され求人者によって作成されて，インド

ネシア労働者と求人者の名において労働力派遣者

｛派遣企業の意味）との閤で交わされるフォーマル

セクターと呼ばれる部門の原契約（perjanjianker-

jainduk）であるさ他方の労働契約iふ家事労働者

のような個人間で交わされ労働力派遣企業の現

地における代表者が証人となるインフォーマルセ

クターと呼ばれる部門の個人労働契約（perjanjian

kerja perorangan）である。求人者ないし，求人者

との協力企業，ないしインドネシア労働力派遣企

業の現地代表は．派遣契約（perjanjian問 ngerahan)

書および求人表（joborder）と部門別の労働契約書

などをインドネシア大捷館に提出して承認を受け

なければならないっこの派遣契約は，求人者と労

働力派遣者の間で結ばれ，各々の権利と義務を記

しサウνアラピアの商工会議所と外務省およびイ

ンドネシア大使館によって了承されなければなら

ないっまた，派遣労働者になるための条件が明確

化し厳しくなったっ試験と選別は地方の労働力省、

事務所と AKAN本部による最終段階のものとが

あるでインフォーマルセクアーのインドネシア女子

労働者は25歳以上でなければならなI.＞。出発前の

訓練教育が強化され，受け入れ施設の基準も明確

化され改善された。出発前の訓練教育では最低200

請のアラビア語を修得することなどが追加されたc

新たな法令の特色は労働者の保護が明確化され

たことである。教育訓練の費用は派遣企業が負担

い労働者が AKAN本部の選考を通過しなかっ

た擦にも，派遣企業の費用負担で出身地lこ帰さね

ばならなL追っ労働者がサウジアラビアで労働災害

にあった際には派遣企業はすぐインドネシア大使

館に報告しなければならない。事故が生じインド

ネシアで継続治療が必要なとき派遣企業は当面の

JI 
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治療費負担等の義務があり，労働力社会保険公社

(Perum ASTEK）に報告しなければならない。死亡

した労働行ω保険金等の相続人へω支払は派ii主企

業が子続きをとらねばならない。労働釘と艦月J+ 
との問で解決できない問題が生じたとき，労働行

は派遣企業の羽地ω代表に擁護を求める 4とがで

きる。この代表と雇用主との間で問題が解決しな

いとき，権限のある機関を通じて解決することと

なっている。インドネシア労働者と雇用主の間の

紛争解決へのインドネシア政府ないしその代炎部

の関与は， サウジアラビアの囲内問題にf沙しな

い範開（））llhJJ山性栴を持つとされているυ

その他，派遣企業の現地の代表日IIO）要件も細か

く規定された。また，南スラウェシ，東ヌサトゥ

ンガラ，商ヌサトゥンガラ，東カ 1）マンタン，リ

アウの各州、｜からの新たな派遣企業の認可申請は労

働者ω違法海外/l＼稼ぎを防ぐため，要f!f:を満たす

限り催先的lこ，；＇f11fが与えられるとしている。また，

サウジアラビア以外の派遣国を対象とする派遣企

業の認1,Jも保先されるとしている。

2. 海外労働力派遣の現状と労働者保護

(1) 海外派遣労働者の構成と派遣先

第4次5カ年計画 (1984/85～88/89年）で政府は

22万5000人の労働力の海外派遣を計画していた。

このlIt¥".は達成され，実績は目標を Ur口｜る297J

4000人であ 1 たη 派遣先国の内訳は第 l夫にUJJら

かなように，サウジアラビアが圧倒的に多いりそ

の男女比は圧倒的に女子が多くて80ぶを占め，男

子労働者は20~＇；；：でしかなかった。またその部門別

構成比を見ると，インフォーマルセクターカ＞88.3

ぶを占めたliU61。すなわち．第4i欠5カ年計画中

のAKANを通じた労働力の海外派遣はそω大手

がサウジアラヒ、アへの家事労働に従事する女子’｝］

働者であったことがわかる。そして，こυ）5年間
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の労働力派遣に関わる外貨獲得額は5i憶8510万us

＼であった(fl:17)。

このサウシアラヒアへのインドネシアからω女

子家事労働者は， 1986年の調査によるとほとんど

すべてが農村・部部出身である。また， 198,1/85

年のサウジアラビアヘω派遣労働者の77ムは25～

34歳（年齢を偽っている可能性はあれ）で， 26：ょは

就学経験がなく 63；，＇；；：が小学卒以下の就学歴を持つ

にすぎな＇ lo 労働者のほとんどがジャワ島の出身

で特に西ジャワと梨シャワが多い。インドネシア

からサウジアラビアヘω男子派遣労働者ω多くが

運転手として働く。 1980年代半ばのアジア請同か

ら中東への出稼ぎ労働 fiの60～70~＇；；：が建設関係ω

男子労働者であり棺対的に教育程度と熟練度が高

七バングラデシュとパキスタンという主要中東

労働力輸出国が女子家事労働者の中東への出稼ぎ

を禁止していた。三れに比べ，インドネシアの家

事労働者中心の中東へ（））労働力派遣政策は衿しい

対照をなし，託金水準や熟練度もインドネシア派

遣労働者のそれは他（｝）アジア諸国からの派遣労働

者より抵， l(H:18｝。

第5／大 5カ年計画（1989ノ90～93！何年）では，こ

の目標が50万人に引き上げられた。同時にいくつ

かの法令が手直しされたことはすでに見たとおり

である。こωι十両｛｝）初年度で、ある1989年 4Hから

90年3月までの派遣実績は 8万4074人で，うち，

女子労働者が6万 2105人 (7:L9i；；：）男子労働持が

2万1969人（26.1ふ｝であった。部門別ではサービ

ス部門（家事労働者）が70.4~＇.二，運輸・倉庫（船員

を含む）が 16.1：ん農林漁業が 13.0じであった。

1989年度の外貨獲得額は派遣労樹者からの送金が

1億7034万u日＇＇＞，阪用主より派遣企業が受け取る

リクルート料金が2875JiUS～で合計して1位9909

万us～と右実な附）JIIが『読み取れる（注19）。 1988年
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派遣先 IJi］・地域

サウジアラビア（友子家事労働者）
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（出所） Bol'nyarnin, Dardiri，“Jawa’l'engah M礼mpuMenambah Kesejahtera乱nTenaga k巴rjalewat 

Program AKAN”［中ジャワは AKANプログラムを通じて労働者福祉の増大をはかることができるL
Majalah Tenaga Kerja ［労働力雑誌］, Biro Hubungan Masyarak昌t,Departemen 1、enagaKerja ［労働

力省広報局］，第9¥,, 1989年I2JJ～1990年2) j, 12ベーシc t守干の手前しをした〉
（注） 1) K Dヱクウェート・ディナール。 2)D h二ディルハムコ

度の女ド労働訂Ut本が76.7ぶであったli/2111ことや，

第4次 5カ年，；f・ i雨中の比率と比べて女子労働おの

若干の比率の低fが見えるが， AKANを通じた

派遣労働者の大示が家事労働者として働く tυf労

働者であることには変わりがなL当。参考までに，

1989年末の中ジャワ出身の海外出稼ぎ労働者が受

け取る賃金水準の大まかな派遣先現数値を第2表

に示すり

(2) 労働者向外派遣に伴う諸問題点、

このように順調な増加をしているかに見える海

外労働力派遣は，実は多くの問題を抱えている。

最もセンセーショナルであり，実擦に問題の性格

を端的に示しているといえるのが，サウジアラビ

アにおけるインドネシア女子労働者に対する虐待

・暴行・強姦問題である。 1984年以来続いてきた

問題だが，州年にも何人もの女子労働行が蛸々し

い姿で州問し，すぐ病院に運ばれる事件が十tF欠い

だ。

夫と 2人の子供を持つスマラン県出身のイステ

イコマー (Istiqomah。28歳）は，サウジアラビア

で働いて得た給与で家を建てたいと考え， 22万

5000手tを労働力派遣企業に払って種々の手続きと

訓練を終え， 1988年6月26日にサウジアラビアに

向かった，そしてrJGoo::'＜約28Jj~e ）の給与で住

み込みの家事労働者として 2年契約で働き始めた。

3カ月ほど働いた頃から，雇用主の妻は毎日のよ

うにイステイコマーを叱り，髪の毛を引っ張り，

墜に頭を打ちつけ，殴るようになったc アイロン

をかける際にもそωコードで殴った。墜に十lちつ

けられた頭から血が山ることもしばしばで，イス

テイコマーはインドネシア大使館へかけ込みたか

ったが家族ω監視が厳しく逃げ出せなかった。や

めさせてくれるよう頼んだが開き入れてもらえず，

10カ月の労働の後やっと帰国を許された。帰国に

際しインドネシア大使館に報告したかったが，空

港へ向かう京の運転子はとの意志を無視し， 1989

年4月19日にジャカルタに直接戻った。帰りの飛

行機切符代金は10カパ分ω給与から差し，；Iかれた

全身に傷があり，スマランの病院の診察では治療

に250万ヂかかる。治療費のうち 200万rは労働

力社会保険公社が払L、それを超す分は派遣企業

が払う予定である。治療費以外司 1989年4月19日
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から数えて 1カIJ聞は23万8000字ヒω給与補償が．

4カけを超える則聞については医行がイステイコ

マーの労働を許J.iJするまで，その50~：；：の給与補慣

が労働力社会保険公社よりなされる (i間｝。

特に 1989年.12 I lに著名な社会運動家ヘルリナ

(Herlina Kasim）がメッカへω小巡礼（umroh）を終

えて＇h1fJたときに，サウジアラヒアでh1UJJI:に陵

辱3れたなとのJlj!由で最近6カ月にll人もωイン

ドネシア l,r_（労働者が自殺し，多く ωインドネシ

ア久・子労働『荷が監獄に人れられているのを見たと

ぷ行会見で述べた際には大きな反響を呼んだ。ヘ

ルリナは，派遣企業が労働者を保護できないの

ならインドネシアはサウジアラビアへの家事労

働｝｜的U)I,[_ （－労働力の輸出を中止すべきだ，と述

べた（ii22）“実際．陵辱・強姦にあったイントネシ

ア女子ヅ.，j動計が，雇用主を告発しようとすれは，

姦通JP.名誉段tH罪に問われる危険をifさなけれ

ばならず，勝；用佐の家ごとに分散して住み，仲間

の家事労働者－との連絡も容易ではないインドネシ

ア友子労働粁は雇用主に対し著しく弱L、立場にあ

るといえる（；i加わこの意見には国会内ωゴルカル

派も，，i]J/trjし， インドネシア政府カ；，：；；j!動指を｛札迭で

きすまた’j;f，励行も I'!らを守れない刷｛（U）労働力輸

出を＂ Il卜すへきだと主張した（沈24＼，これらに汁し

コスマス（Cosmas）労働力大臣は，現在のインド

ネシアの雇用問題を考えれば労働力輸出は必要で

あり，種々の改需を行なっていくべきでフォーマ

ルセクターに派遣先を移していく三とも必要だと

したIii25¥, 

IU:2zU>2j'; 6委ti会のスナルヨ（S＜附narjolladda-

de）委t1は， 1989年ij1にサウジアラヒアでインド

ネシア友子労働ー持が被害を被った1052件の事件は，

賃金不払いが最も多く 42~＇～虐待が20~，～強姦か

9 ~＇；，：・約 100 件で，成功した労働者も多いとしな

34 

がらも，サウジアラビアの雇用主はインドネシア

女子労働行をはなはだしく見下し，その結果行場

｛こ粗野に扱うと述べている f出時）。その｛也，重労働，

休暇・休憩が少なすぎる，雇用主は労働者の病気

などを考慮しなL、侮辱された，追い出された，

賃金などが契約と異なっている，などのケースが

報行されている lil27）けまた，労働者が病気・気依

などに耐えられない，職種に労働者の技能がは台

っていないなどのケースもある。

問題はサウジアラビアにとどまらなし達。インド

ネシア国内でも，労働力派遣企業や募集人が労働

者から不当に高い料金を徴収する，出発前の待機

が長期iこ及ぶ，種々の書類の偽造，多量の派遣労

働者が労働力社会保険に加入していない，労働行

が偽名を山い事故があったときに保険等ω子続き

で色々な｜吋難が生ずる，帰国した労働者が雫港で，

ないし家まで送られる際に色々な搾取にあう，派

遣先国からの郵便為替送金が郵便局職員らによっ

て着服される，などの多くの問題が生じている。

派遣労働者世帯の家庭崩壊の例も報告されている。

(3) 海外派遣久子’万働者保護問題

問題は多岐にわたるが，最も重要な問題は派泊

先固における労働行保准であろう。 1988句：.u＞「耐

外労働力派遣プログラムに関する労働力大胆itJ

に明記されているとおり，労働者のリクルート，

訓練を含む派遣手続きの段階から，派遣中および

帰国後出身地へ戻るまで，労働力派遣企業は派遣

労働者の安全・健康・福祉について責任を持つ義

務があるの労働力派ii1企業は，国内では訓練所

（地方に支店［5も）を，派遣先固では当該国で登録さ

れた代表を持っているの派遣企業は労働行カ'11＼身

地から出て出身地に帰るまでのすべてのプロセスを

ti!う（注刻、一方，労働者の出身県の労働力省事務

所による選別，訓練終了後のテスト， AKAN本
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部による最終選考，インドネシア政府ω出すサウ

ジアラビアでの通行証（suratperjalanan RI ke 

Arab Saudi) U）発給，労働行のIll発・帰凶ω報；＇；

義務の受付，などは労｛動力有やサウジアラビアの

インドネシア大使館が行なう。ニれによって派遣

企業の行動を管理し，規則違反企業に対し注意，

持行，一時営荒川副j停止，；；ヰ •• t;g./f I iJ剥奪なとの制

裁・処分をしは、しば行なっている。

派遣企業は，労働者の募集，訓練，派遣先回で

ω労働者保誰ωため企業開でコンソーシアムを作

ることができる。したがって， JJII練施設や，派遣

先凶の代表部の機能が弱体な企業はコンソーシア

ムを通じてこれを強化できる。

1990年llrJ f¥l{I:、インドネシアには 252U）’）＇；働

力派遣企業がある｝うち 144企業はサウジアラヒ

アに労働力を派遣し， 57企業がサウジアラビア以

外を対象としている。 25企業は船員専門で， 26企

業がまだ‘労働力派泣を実施していない（法29）ο こU)

派遥企業の数は増え続けてきた。 1990年 1月の時

点では全部て、225であったm：制。コンソーシアム

ω数は1990年9J J初jめには12に増えた川31)。1989

年 2J jは3<ii:m, 1990年 I川は 6Ii凶）であったり

この派遣企業とコンソーシアムの派遣先屈にお

ける労働者保護活動はト分とはいいがたいようで

あるり助けを求める労働者を史け人れる派ill企業

やコンソーシアムによる受けJillがないため，今11

インドネシア大使館が緊急避難先の代わりに用い

ようれている。大使館はそのためにかかった費用を

派逃企業やコンソーシアムに品ぷーするが，多く ω

滞納が出ている。要員がすぐ代わったりする批判。

コンソーシアムはほとんど活動不能であると大使

館は考えており lil:J；，），現地U＞企業や個人はイン｜、

ネシアU)i去作を守る義務はなく労働者保護はh’M

ではない。

インドネシアにおける農村出身女 （・jjf働行保選問題

労働力派遣企業は，雇用主からのリクルート料

金を主たる収入源にしている。一時は労働者 1人

につき 1IOOUS～あ 1 たリクルート料金は750U日

ドルから砧ous～に 1，・降している。派遣企業の連台

体であるインドネシア労働力供給企業協会（LMSA)

lま895us Vルを基準価格として会員企業に示して

いるが存坊にはこω価怖が守られない。インドネ

シア労働力派遣企業聞の価格引き卜げ競争の結果

であった｛性初］。派遣企業はこれから訓練費，労働

力調述費，諸書類費，飛行機代，派i萱先固におけ

る代表向IIU＞活動費等を捻出しなければならない。

そ心他，労働者の労働力社会保検への加入費や

労働者保護費用として労働力省に l人につき20/j

ド m:mとコンソーシアムに同30～50US＞＂を tLわ

なければならないIii制り企業協会はリクルート料

金が895US＇＂なら派遣企業に 6～9ぷの利益があ

るが750US～ではとても利益はないW:39），といっ

ていることからも派遣企業の苦しさが窺える。

労働力派遣企業は実は他iこ収入源がある。それ

は派遣企業募集人や民間募集人による労働者から

の違法な料金の徴収である。サウジアラビアに向

かう久子労働者の場介；J()}j～35万ρが十II場だが，

時lこは 80Jj字とから 100万字ヒを超すこともある。 一

方男子労働者の場合100万れを超すことは珍しく

なく 200)j'{-tに達することもある (ii州。問題点は

民間企業である派遣企業が，派遣労働者と雇用t

の問に立って労働者保B謹を費用をかけて十分行な

えるかどうかという点であろう。

派遣企業は，すでに労働者 1人にソき20}j字ヒを

政府に払っており実際にはさらにあれふれの名は

で料金を徴収されているのだから，政府が労働者

保護合してしかるべきで，政府にそれができない

ωならそU)2())j字ヒをjgしてくれれば派泊企業が｜字

分保護活動をできると国会で述べている。そして，
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フィリピンでは派遣企業は政府にlOOUSん払うが

政府の労働布保v廷の責任は明確になっているとし

ている（法41）。

こうした中，状況打開策としてサウシーアラビア

同内の法律擁護協会に労働持保議活動を委託する

案が出ている。政府も真剣に検討し当該機関に打

診をしているが，派遣労働者I人一律200:tヤ（約9

)j’戸）という料金要求に二ω足を踏んでいるrn:・012）。

また，派遣企業ω資金不足を解消することで！分

な訓練を与えることを可能にし，ひいては労働力

の質を高めることで問題に対処するため，労働力

銀行を設立し派遣中ω労働ず；ω給与を預金しても

らおうとする構想もある (ri4'.l），，これについてイン

ドネシア銀行からは，経験と専門能力の支持が必

須との意見が出ている（注44）いフォーマルセクター

，，，］けの労働打に徐々 に変えてゆくとするJi針も，

111-:w，、に問題を解決することにはならず，むしろフ

ォーマルセクターへの参入が容易てiまないことが

この間再認識されている（『!cl;,),,

サウジアラヒア政府は，外｜五｜人労働者問題で労

働力派遣元の政府との協力を嫌う傾向にあり，派

遣国政府によるサウジアラビア国内での労働者保

,;ff 11的の機関，i支出は内政干渉とみなす傾向にある

という。さらに、サウジアラヒアの労働訟は家事

労働者の保護を規定していないという｛法46）。労働

者保護の意岡が4受け入れ国政府にあったとしても，

家事労働者ω保t進は容易ではないであろうわハキ

スタン等が中東への家事労働者の派遣を禁止して

いるのも，労働者保護に重大な問題があるためで

ある（i!:47）。ただ，メッカへの小道礼の慣行ωある

インドネシアでは，政府が家・H労働者のサウシア

ラビアへの派遣を中止しでも違法な出稼ぎは防ぎ

きれないだろう。すでに多くの人がサウジアラヒ

アにおける労働ω結果，出身付における経済的地

36 

位ω改芹に成功しており，これらの人々の一部や

そω周辺の人は政府が禁止しでも独白のネットワ

ークを生かしていくであろう。

労働監督権を持たない私企業である派遣企業に

労働持保護の責任と義務を負わせたこれまでの制

度ω行き詰まりはもはや明白であろう。国際法・

国際機関などを通じた，関係国の労働問題担当省

による家事労働者をえむ外国人労働者保護の義務

づけと，送り出し凶と受け入れffilの労働問題担、ll

省関の協力，および民間の法律擁護組織などの

NGOの活動と出稼ぎ先国の労働行政による十分

な弘行に基づく外同人労働者保護システムの一刻

も＇，札、 litl立が望まれるい

W: I) ＼可ervingvan lndonesiers voor het verrich-

ten van arbeid buiten Indonesia (Stbl. 1887 No.8) 

(ii:立） Wervingsordonnantie (Stbl. 1936 No. 650）。

(it :l) Ketentuan -ketentuan Pelaksanaan dari 

"Wervingsordonnantie 1936" Peraturan Pemerintah, 

tanggal 12 Oktober 1936, Stbl. No. 550 ［「1936年派遣条

例 JU）’t施諸規定に限｜する1936年10/ll21J政府規則IJ,I副

印日報誌rrssoザJ/Surat Keputusan Kepala Kantor 

Perburuhan tanggal 26 Oktober 1936 Nomor: E-51/4 

125 (Bbl. 13750) tentang Pelaksanaan Wervingsordon-

nan川、 lリ36(Stbl. No. 208) [1936年派_ii'.i冷条例（蘭i:ll't¥祁

~1208 :;J実施にi則する I936lf10/ J261 I ’J.1 ！•助監督所長i)/:

ii: ,1} No. E-;iJ/ 4/25 ('ff報補h!.13750り）］。

(ii: 4 ) l'eraturan Menteri Tena宮aKerja l¥’omor 4 

Tahun 1970 lent呂n店PengerahanTenaga Kerja, 

(/1: 5 ) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Tran日nigrasiNomor: KEP-62/MEN/78 tentang Pem-

berian Izin l'engerahan dan Pengangkutan Ten且ga

Kerja Antar Negara ［海外労働力派遣および移送，（j'11J

H りにWJする労働力・品艇問移行大J:•ikJ.l No. KEP山

/NEN/78］。インドネシアからω最大U）労働力派遣先川

亡あるサウジアラヒアでAKANをi屈した労働ヒザを持

ったインド午、シア人が働き始めるωは1975'.j＇であった O

.!.:.(II華ωサウシアラヒアへωインドネシアから UJAKAN 

合通しん1；働行数l上2:i人（1975/76{1), 180人（76/7711）、
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2回8人 (77/78＞ド）， 5342人（78/79'.f) であソた （Tc’mpo,

19854'-ll)J 211, 15べーシ）。

(i+ 6 l 1980!i'u）海外派遣労働./'i・u)11 が1'.iJIJI勾 ，Y~は絶役

目）67人，海illi:19:12人，鉱業726人，泊f,;718人芳，総数 I)) 

l尚9人， s1.11-u. ilui:ili 6279人. ill，没4779人，鉱業84:l人。

ホテル 654人等，総数 lh3022人， 82'.fiま海運 7347人，

鐙投4822人，農園1172人，通信1077人等，総数 IJi564] 

人， 83年はillぷ778:l人，サーヒス』490人， j毎i巡12山人．

j凶f,i 314人等，総数 l}j 7272人であ γ た。ちなみに111,

に派遣された労働行は， 1981～s:Nまですべて海運関係

であった（DepartemenTenaga Kerja, Statistik Tena!(a 

A’erja lndoncsi11 I 1 ；.，，ドネシア’111動力統m，ジャカルタ．

1980～83終年版）｝

(i主7) DircktりratJenderal I～mbinaan Hubungan 

l'erburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja 〔労働力

保議および労使関係育成1心， AntarKe,ja Anfl11’1.Ja,,m/1 

ι.I< 11 ntar k凶・ja!lnl川’Ne!(ara[ J也Ji’jjfJ動力派遣むよびilit

外労働力派ii'.il，シャカルタ， Proyekl'eningkatan Kesa-

daran Pemuda Buruh dalam Pembangunan. 1981 年，

29～34へージ。

(it8) De1日rtcrnenTenaga Keria, Statistil, Tc1111 

;;a KeηαIndonesia, 1983, 0/ 1・ 力ii,9. 1985勾。

(t主9) Peraturan Menter i Tenaga Kena dan 

Transmigrasi Nomor: PER -01/MEN '83 tentang 

Perusahaan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke 

Luar Negeri .・ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Trans migrasi Nomor: KEP -129/MEN/83 tl>ntang 

Perusahaan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke 

Luar Negeri。

(i主10) Keputusan孔-1enteriTen礼gaKerja '.¥JりIllりr.

KEP-149/MEN/l りKltentang Tata Cara l'elaksanaλH 

Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi0 

(iUI) Tempυ， 1985年11J J 2 11. 12～17へ－y。

(1主12) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 

ドER-Ol/MEN/1986 tanggal 4 Januari 1986 tentang 

Antar Kerja Antar Negara。

(itl3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 

PER-05／孔1EN/1988 tentang: Antar Kerja Antar Ne-

gara 。

(i主14) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomm二

KEP-1307/MEN/1988 tanggal 28 Nopember 1988 ten-

fシドネシアにおける農村山身失 （労働f；保護問題

tang Petunjuk Teknik Pengerahan Tenaga Kerja In-

donesia ke Arab Saudi。

（注15) lnstruksi Menteri Tenaga Kerja N omor: 

INST-0品／乱1EN/1989tan日耳al2 Juni 1989 tentang Pe-

nertiban SIUP Pengerah dan Pembinaan l'PTKic 

｛注16) ん1erdeka,19的年1汀27f::l/A噌 katanSersen-

;ata, 1990年1fl27 fJ。

(it] 7) Merdeka, 1990年 4月16日，派逃'YJ働者からの

公的ルートを通じた現金送金と，労働力派遣会社が雇什l

主より受け取るリクルート料金（biaya rekruting）の合

計と考えられる。派遣労働者が自分で持って帰るお金や，

帰｜五｜ずる友人に預けた金徴は含まれないと！tJ、われる。

(il-:18) Cremer, iJli掲論文， 76～77ページぃ

UU9) Ant，宝ra,199()'.f'・ 4月12日／Angkatan Sersen 

;ata, 1990年4rl Wlo 

（注20) Antara, 1990年4月121]0 

W:21) 同上紙 1989"1' 5月20(1。

(i 1:22) Felita, 1989年12Jl26U。

（注23) Cremer，前掲論文， 81～82ページ。

（法24) S百araKaηほ， 1989年12月2711/Antara, 1989 

年 12J ! 26 ［~。開発統一党会派の国会議i1サブイナー

(Safinah Udin）も，家事労働者としての労働力輸出はイ

ンドネシア女性のイメーシを悪くするので，1,,l:すべきだ

と述べた（A刃釘叫 1989年 12月27fl）。国軍派議員デンプ

ナン（国会議7委員会委員長）も‘家事労働者の輸出を

段｜情的に減らし，最終的にはゼロにすべきだと語った

(Antara. 1990年3月2Ii）。

（注25) Antara, 1989年12月28討， 12月29日。

（注26) Suara Pembaruan, 1990年6月23ff o 

(i/27) 1989年中にリヤドのインドネシア大使館が受

けた：1291'1のかけ込み，訴えのso：λが使Illr,－による不道徳

な行為（perbuatanasusila）に関するものであった合また，

1989年4月から10月までに契約期間が終了していないの

に rj1途帰！司を余儀なくされた男子も介む労働者の 69 ；＇，~

(1防人）が賃金の支払いが契約に沿っていないこと， 8

',~ ( l り人）が労働災古， 9.6~~~ (23人）が心J'I!的問題，

13.4 ~,;: (32人）が身体的防題であった （SuaraKa乃同

1990年 1月23l::l）コ 1988年 SH；こ中途帰医を余儀なくさ

れた I,(（－労働者は， 75人がVi金不払い．犯人が女子労働

者j'JIJO）過誤， 19人が使1刊行が与える休，Uが少なすぎる

こと， 66人が気候かあわないことないし病気， 49人が｛吏
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)tjf,U)}tU）嫉自イi,24人がf声待.J呉解， 4人方、窃盗U）嫌疑．

9人が／!J.:川r,に｛毎婦されたことがIf?，、同とされている C J:J, 

1は労働力）d:-,:v）発， j" 0 Kompas. 1990年 2J J 6 I I, f也l二

Petit，ピム 1990¥J3 J J201 I参照。

(i i・28) ’人際には．ット港ないし， fj'.<LU）施，；立で｝yf，動）j

ti＇係’ffからU)fllliJを交けた後は．派遣企業と突なる余支

が／！＼身地まで送っている。

(i主29) Anf{katrm Bι1,enjata. 1990il'-l l J J 121 J" 

(il:30) Antam, 1990',f 1 JJ261 L 

(il,31) l'elit11. 1990!f 9 } J 1 11" 

(i主：m I川；JI：紙 1989甘2J J 2 l 1に

(i/::n）ル1amPonbanum, 19臼Qi十1J J 9 I I 0 

( i /:34) l'clita. 1990 ;4 7 } J 20 l I, 1990 lj: 9 I J I 11 c 

(i i:35) A nf{ka la II Be叩け1jata,1990年4J Jllll I 

(ii:36）ゴ11amK111ya, 199011' 2 J J Hi! I八

(i主37) Angkatan正初enjata,1990年制l22!L

（注38) [,i］上誌 1990年4月18H。

(i主39) 同上誌 1990年 1月271L

(i主40) Tobing他編，前掲書， 25,117ページ／Pe

lita, 1990年 1月201::l/Merdeka.1990年 2Hl4 f,/ Pellta, 

1990年 2J j 20 H / Merdeka. 1990年 8Jllll-L 

（注41) Antara, 1990年6月21U/AngkatanBe月間

jata. 1990年 6月2211/SuamKarya, 1990年 6/J231L 

(il:42) Kom / ~1s. 1990>11 J Jl8 l l/ Pdita. 19901f 2 ! j 

6 l lo 

WA :~) i'l'lita. 19901下2JJ151lo

(ii:44) S1削 mK111ya, 1990斗2JJ151lc

(i/'45) Komρ'L¥ 1990年2J J 6 l lcブォーマ Iしセクデ

ーへω進Illが同難な最も大き会理由はインドネンアから

ω労働力ω教育科度，技能水準が低いことにあると労働

力大1：；はid;へた。なおクレマーは，イントネシアからνJ

派遣ソj’i動r,-（｝）六、rがイ、熟練労働行であるニとについて．

熟練・、r熟練労働力の凶内におけるイ、泌を恐れた政府ω

政策ω最古巣であるとして，ソj(U）熟練・ 1’熟練労働行ω

派遣を促進するためには，労働力派.ii'i企業が派必.f＇七%

働r,iJ，ら11:パに料；i,:を徴似することかできるようにし司

そωため適切なクレジヅトシステムをs設計して＇ jjf，動！J 

募集 f続き ω簡素化迅速化をj,;(j り，派遣労働行が泌)IJ•J-;

務所にな録しなけれはならない制度を 1・1111化する必安↑＇ I

をid;べている0 Cremer, tifi制論文．持：i～85ヘージ
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（注46) 同上前掲論文 81～82ページ。

（注47) 1,;J I：前掲論文 77ページp

おわりにかえて

1980年代後半心インドネシアにおける構造調整

政策の結渠急成長を見せているいくつかの輸出産

業は，インドネシアの抵賃金労働を比較優位とし

ている点は百めなし為。これらの産業が機械化の進

んだ軽」二業であったため労働力の高い熟練を必要

としなかったことと雇用労働者数が大きく急速に

成長したことから，大量の若年女子労働者心雇用

が発生した。また，この若年交子労働者の多くが

農村・郡部の出身であった点に特質がある。

よれらの部門における労融関係には， 1960年代

末以降，比較的なだらかに発展してきたインドネ

シアの既存の製造業と種々の点で異なった特質か

ある。その 1つが，著しく頻繁な労働者心離職と

同種他企業への移動て、ある。これを可能にする 1

つの要因は，産業の成長が急であるため労働需要

が肖しまた次々と新工場が建設されている事実

であった。しかし，その背景には，納期前に常態

fとしている女子採夜労働と LJ常化している超過勤

務がもたらす長時間労働や，低賃金そして出産・

結婚時の事実上心退職強制という事実があったこ

規制緩和政策がもたらした解雇子続きの簡素化も

関係していよう c これらは女子労働者の健康を害

L k f＇.労働者の権利を踏みにじり，労働者の福祉

や生活水準の向上につながらず技能水準を高めな

し泊。これらの事実はインドネシア国内で幅広い批

判を呼び起こしたc その結果政府は， ！，（ f深夜労

働ω条件整備，出産・結婚を理由とした解雇の禁

止，と主理休暇・出産休暇の確保．最低賃金の実施

とそU〕1jiき上（f，これらを保障するためω労働組

合ω結成および労働協約心締結に積極的iこ取り組

みつつあるコしかしながら，労働現場の報告は政
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策の理想からほど遠い。この落差こそが最近心イ

ンドネシアにおける蛸繁な労働争議の原閃となっ

ている。十分な労働行政の整備のないままの急速

な l：業化ω進闘は多くの犠牲を生み出していると

L、わさるをf｛十ない。

中東へのインドネシア労働力の輸出も事情は類

似しているり 1983/841干の石油価怖の低迷以降，

外貨獲得を目指す労働力政策として実行されてい

る農村・郡部出身女子労働者ω家事労働fiとして

の出稼さの推進は，一方でサウシアラヒアで得た

給与で出身村で土地を買い，家を改築し，雑貨屋

を開業する成功者を多数生みつつ、他hではイン

ドネシア女子労働者に対するサウシアラビア雇用

Y家族による虐待，｜凌辱，長時間労働， ~!i:(t'不払

いなどの問題を生じさせている。政府｛またびたび

労働力輸出システムを子直しし， I見在の労働力派

遣企業がコンソーシアムを作って，そのII＼身村を

出発するときから出身村に帰るまで労働者の保護

を実施し，労働力省が在外公館と協力して派遣企

業を監督し，労働者を労災・死亡保険lこ加入させ

るシステムを作ってきた。しかし，民間企業が労

働者保護を実施し，サウジアラヒア政府当局の労

働者保護のための十分な関与がなく，労働者に対

する直接的な保護の権m」がイントネシア政府には

ないこのシステムのもとでは，増大する出稼ぎイ

ントネシア交子労働者を保護しきれないここの場

合も，外貨撞得を目指した労働力輸出の事実は先

行しながん労働者保諮行政は依然不十分のままで＼

多くの犠牲が生じているといえるリ

1980年代後半の規制緩和政策下ωインドネシア

における急成長輸出斥業のうち，シャカルタ近郊

の運動靴産業の主たる労働力は腐辺地域およびLt'

．東部ジャワの比較的教育程度山高い良トI・郡吉II

出身若年／，（（労働f；てあり司ノーンドゥンω縫製業

インドネシアにむける農村II:身!J:.（労働行保護t:llllfl

は西ジャワ内の教育程度。低い農村・郡部出身者

若年女子労働者であった。これにおIし，，，東へω’'j'f

働力輸出政策の主役は農吋・郡部出身の25歳以l:

ω主として既婚の教育程度ω向くない／，（f労働打

であった。インドネシアのl；業化の現段階は斗れ

らの労働者の析出を顕在｛じさせていると；まl＞え，

これら UJ農村・ i出店11出身女 t-'H働者に対する保准

問題の展開過程ニそ1980年代後半のイントネシア

における労働行政ω形成過程であるといえよう〔

〔付記｝ 本稿の要旨は， 1991年10Hl9LIの国際開

発学会開発と女性分科会で報告したものである。報

;t；－の際υ）出席者UJ/i々 より fl'!t ＇たご批 'J'IJ，こ、教心に

！惑謝申し上げなPo

（アジア終消研究所地域研究部）

訂 正

本品目白号（第却を第5り）所載の水野11、祐「規制
緩和政策ドのインドネシアにおりる労働問題と労働
行政j1p：こ下£の繰りがありましたので訂正しますυ

ぷ 正
]0ヘーシ
イ｛段22ffll 1985 1986 

32ページ
(i主2)21r 11 Nijwrheidsdebrijven NijverheidsbednJ町、n

lwJ(iUOl 

1 fit! Iman Imam 
：，、3，ベ凶ーシ‘.. 

在段18/i I l 1989 1986 

39ベシ
左段8fill Su-d Sudo-

/iiJ 
ん：段9i di 0110) no) 

43ヘーシ
(i主10) Lenbur Lembur 
5 fi!cl 
44ベージ
(/129) Eigt ト：1ghth
2 fitl 
J,iJ(i!:29) 1991 1992 
4f rll 
45へーシ
(i主46) サンヤノレウ スダルウ
If ii I 
/,i] (i 15-1) 
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